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は じ め に 

 

農作業中の死亡事故は、全国で 年間平均２５４件（令和２年～令和６年の５年

平均）、本県においても、年間５．８件（令和２年～令和６年平均）発生していま

す。中でも、農業機械の利用に伴う ７０歳以上の高齢者の事故が目立って発生し

ている状況です。  

農作業事故による死亡・ケガの発生は経営にも大きな影響を及ぼしかねません。

このため、事故の発生状況や要因等を的確に把握し、農業機械を利用する農業者

及び関係者等が安全意識、知識及び技能の向上を図り、農作業事故の発生を防止

することが重要です。  

この手引きは、関係機関の御協力を得て、農作業事故の関連情報及び安全対策

についてまとめたものです。  

農業者が集まる会合等における農作業安全の確保に向けた注意喚起など、各地

域での農作業安全運動の推進の一助として、この手引きをご活用いただきますよ

うお願いします。  

 

 

 令和８年３月  

 

岐阜県農政部農産園芸課  
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１  本県における農作業事故発生状況について  

農作業に 伴う事 故に ついては 、その 実態 を把握し 、今後 の総 合的な事 故防止 対策 を講ず

ることが 重要で す。 本項では 、 農林 水産 省の農作 業事故 調査 に協力し て実施 する 、厚生労

働省の「 人口動 態調 査」に係 る死亡 個票 を閲覧す る方法 及び 県が独自 に調査 して いる事故

情報を集 計 した 結果 を紹介し ます 。  

 

（１）農作業死亡事故発生件数の推移  

令 和 ６ 年 に 、 本 県 で は 11 件の農 作業死 亡事故が 発生し まし た。直近 ５ 年間 でみ る

と 、 年 間 約 ６ 件 の死 亡事故が 発生し てい ます 。  

 

  

表 １ ． 岐 阜 県 内 で 発 生 し た 農 作 業 死 亡 事 故 事 例 （ 一 部 ）  

発 生  

年 月  

被害者 

（年齢） 

発 生  

場 所  
事 故 概 要  

R6. 4 50 代  ほ 場  
中 山 間 地 の 急 勾 配 で 幅 員 の 狭 い 搬 送 路 (水 田 進 入 口 )を

走行中に 横転し 、ト ラクター の下敷 きと なった。  

R5. 7 70 代  ほ 場  
手押 し式 キャ タピ ラ ー 運 搬機 と果 樹 の 間 に胸 部が 挟ま

れ 圧 死 。  

R5.10 80 代  ほ 場  
野焼 き中 、衣 服に 引 火し た こ とに よる 外 傷性 ショ ック

死 。  

R4. 8 80 代  ほ 場  
午前 ８時 前か ら畑 で 作業 を行 い、 昼過 ぎ に心 肺停 止状

態であっ たとこ ろを 発見 され た 。 熱 中症 の疑い。  

R4. 8 60 代  ほ 場  
SS で農薬散 布中 、後 退 時 に 果 樹の枝 を 避 けよう と して

機械ごと 法面下 へ落 下。  

  

図 － 1.1  岐 阜 県 に お け る 農 作 業 死 亡 事 故 発 生 件 数 の 推 移 （ 平 成 13 年 ～ 令 和 ６ 年 ）  



―４― 

 

（2）農作業事故の発生状況  

ア  月 別 発 生 状 況  

岐阜県で は 、4 月 か ら 11 月 の 農 繁 期 に 事 故が 集中 して い ます 。12 月から ３月は 発

生件数が 少ない もの の、年 間を通 じて 農作 業事故は 発生し てい ます。7・8 月の 死亡 事

故は、農 業機械 に関 連するも のに加 えて 熱中症 の 発生も 確認 されてい ます 。  

 

 

 

イ  年 齢 別 発 生 状 況  

年齢別の 事故発 生状 況をみる と、６ ０歳 以上の事 故が、 総件 数 の９０ ％以上 を占 め

ており、 農作業 事故 に占める 高齢者 の割 合が非常 に高く なっ ています 。  

一方で、 ６０歳 未満 の死亡事 故も少 数な がら発生 してお り、 農作業事 故は誰 にで も

起こり得 るもの であ ることが 分かり ます 。  

  

図 － 1.2  岐 阜 県 に お け る 農 作 業 死 亡 事 故  月 別 発 生 件 数 （ 平 成 13 年 ～ 令 和 ６ 年 の 合 計 ）  

図 － 1.3  岐 阜 県 に お け る 農 作 業 死 亡 事 故  年 齢 別 発 生 割 合 （ 平 成 13 年 ～ 令 和 ６ 年 の 合 計 ）  
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ウ  場 所 別 発 生 状 況  

死 亡 事 故 の 発 生 し た 場 所 を 見 て み る と 、 岐 阜 県 で は ほ 場 で の 事 故 発 生 件 数 が 約 ６

０％を占 めてい ます 。ほ場内 におけ る事 故は、 農 業機械 や熱 中症 によ る事故 が多 くみ

られます 。  

道路では 乗用ト ラク ターによ る移動 中の 転落事故 や 乗用 車と の衝突事 故、 運 搬車 に

よる運搬 中の事 故が みられま す。  

 

 

エ  原 因 別 発 生 状 況  

死亡事故 の発生 原因 を見てみ ると、機 械に 係わる事 故 が多 く、総 件数の約 48％ を 占

めていま す。 ま た、 機械によ らない 転倒 ・転落に よる事 故や 熱中症で 死亡す る事 例も

多く発生 して い ます 。  

図 － 1.5  岐 阜 県 に お け る 農 作 業 死 亡 事 故  原 因 別 発 生 割 合 （ 平 成 13 年 ～ 令 和 ６ 年 の 合 計 ）  
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作業舎

10%

その他

15%

図 － 1.4  岐 阜 県 に お け る 農 作 業 死 亡 事 故  場 所 別 発 生 割 合 （ 平 成 13 年 ～ 令 和 ６ 年 の 合 計 ）  
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オ  機 種 別 発 生 状 況  

農業機械 作業に おけ る機種別 の事故 発生 状況をみ ると、 乗用 トラクタ ーの事 故が 目

立ち、次 いで耕 耘機 による事 故が発 生し ています 。 コン バイ ンによる 事 故 は 減少 傾向

にありま す 。その 他 には 、動力 防除機（ SS）やフォ ークリ フト 、運 搬車 両 や畜産 関 連

設 備 の事 故が含 まれ 、多様な 機械事 故が 報告され ていま す。  

乗用型ト ラクタ ーで は、転倒 ・転落 によ って下敷 きとな り、 圧迫や外 傷性シ ョッ ク

などによ り死亡 する ケースが 非常に 多く なってい ます。 耕耘 機では、 後進時 に障 害物

との間に 体が挟 まれ 胸部を圧 迫され る事 故や、ロ ータリ ーに 巻き込ま れて、 足を 切断

する事故 がみら れま す。コン バイン では 、脱穀部 への巻 き込 まれによ る手指 の切 断や

裂 傷 、 移 動時の 乗用 車との衝 突事故 など も発生し ていま す 。  

 図 － 1.6  岐 阜 県 に お け る 農 作 業 死 亡 事 故  機 種 別 発 生 割 合 （ 平 成 13 年 ～ 令 和 ６ 年 の 合 計 ）  
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２  農作業安全の情勢について  

本項では 、 農林 水産 省の農作 業事故 調査 の 結 果 と 、最近 の農 作業安全 に係る 関係 法令の

動きを紹 介しま す 。  

 

（１）全国における農作業事故の 情勢と農林水産省の方針  

全国にお ける農 作業 事故死亡 者数は 減少 傾向にあ りま し たが 、令 和 ６ 年 は 287 人 と

なり、前 年より 51 名増加しま した 。  

それに伴 い 、就 業 者 10 万人当 たりの 死亡者 数は 14.8 人 と な り 、他 産 業 と の差が 更

に拡大し ました 。  

図 － 2.1  農 作 業 事 故 死 亡 者 数 の 推 移 （ 平 成 27 年 ～ 令 和 ６ 年 ）  

図 － 2.2  就 業 者 10 万 人 当 た り 死 亡 事 故 者 数 の 推 移 （ 平 成 27 年 ～ 令 和 ６ 年 ）  

※ 農 林 水 産 省 「 令 和 ７ 年 度 農 作 業 安 全 対 策 全 国 推 進 会 議 （ R 8 . 2 ） 資 料 」 よ り  

※ 農 林 水 産 省 「 令 和 ７ 年 度 農 作 業 安 全 対 策 全 国 推 進 会 議 （ R 8 . 2 ） 資 料 」 よ り  



―８― 

 

 

令 和 6 年 度の農 作業 死亡事故 につい て、 要因別に みてみ ると 「機械事 故」「施設 事

故」「そ れ以外 の事 故 」のいずれ も前年 から 増加して おり、特 に「 熱中症」に よる死 亡

者が顕著 に増加 して います 。  

 

全国的に 気温（ 年平 均気温偏 差）は 年々 高くなっ ており 、今 後も熱中 症等の 発生 リ

スクが高 い状態 が続 くことが 想定さ れま す。この ことか ら、 農林水産 省では 、農 作業

中 の 熱 中 症 等 に よ る 事 故 を 防 ぐ た め 、「 ス マ ー ト 農 業 技 術 や 農 業 サ ー ビ ス 事 業 者 な ど

を活用し た生産 方式（ ホ

ワイト生 産方式 ）へ の 転

換 」 と 、「 農 業 者 に お け

る 熱 中 症 等 の 回 避 行 動

の啓発活 動 」を併せ て 推

進 す る こ と と し て い ま

す（農作 業に おける 熱 中

症 等 対 策 総 合 パ ッ ケ ー

ジ ）。  

そ の 内 、 啓 発 活 動 に つ

い て は 、 例年よ り１ か月早い ４ 月か ら ６ 月を「熱 中症対 策研 修実施強 化期間 」 に 設定

し、熱中 症や夏 季の 農作業事 故の回 避策 を伝える ととも に、 ホワイト 生産方 式へ の転

換の必要 性の啓 発を 行います 。また 、 特 にリスク の高い ７ 月 から ９ 月 の 「 夏 の熱 中症

等対策声 かけ 期 間」 を新設し 、関係 機関 を挙げて 各種メ ディ アを活用 した声 かけ 運動

を展開し ます。   

図 － 2.3  農 作 業 死 亡 事 故 の 要 因 別 分 析 （ 令 和 ５ 年 、 令 和 ６ 年 ）  

図 － 2.4  農 作 業 に お け る 熱 中 症 等 対 策 総 合 パ ッ ケ ー ジ  

※ 農 林 水 産 省 「 令 和 ７ 年 度 農 作 業 安 全 対 策 全 国 推 進 会 議 （ R 8 . 2 ） 資 料 」 よ り  

※ 農 林 水 産 省 「 令 和 ７ 年 度 農 作 業 安 全 対 策 全 国 推 進 会 議 （ R 8 . 2 ） 資 料 」 よ り  



―９― 

 

（２）農作業安全に係る制度について  

農 業 にお ける 就 業 者 10 万人当たり の死亡 者数 が多 いこと を受 け、 国と しても 農業

従事者の 安全を 守る ため、 各 種法令 の 改 正 や制度 の見直 し な どが 進め られて いま す 。

以下に、 各法令 にお ける最近 の 情 勢 を記 載 し ま す 。  

 

ア  労 働 安 全 衛 生 法 な ら び に 労 働 安 全 衛 生 規 則  

労働安全 衛生法 とは 、簡単に 言うと 「雇 用してい る従業 員 な ど が 仕 事 中にケ ガや 病

気をしな いよう に、 事業主が 安全な 環境 を整える ことを 定め た法律 」 で す 。 事業 主は

雇用して いる労 働者 に対し労 働災害 を防 止するた めの措 置を 講じる必 要があ りま す。  

労働安全 衛生法 では その骨子 を、労 働安 全衛生規 則は労 働安 全衛生法 の詳細 を規 定

するもの となっ てい ます。  

 

 

 

 

  

Q. こ の 法 律 で 対 象 と な る 「 事 業 主 」 と は ？  

A.  従 業 員 を 一 人 で も 雇 っ て い る 農 業 者 で あ れ ば 、「 事 業 主 」 に 該 当 し ま す 。  

事業の形 態（個人 であ るか法人 である か）や 規模など は 問 わ れま せん 。また 、

ここで言 う「従 業員」には、通 年雇用 者だ けではな くパー ト従 業員やア ルバ

イト、短 期雇用 など も含みま す。  

Ｑ . い わ ゆ る 「 家 族 経 営 」 の 農 家 も 「 事 業 主 」 と な る ？  

Ａ . 事 業 主 と 同 居 の 親 族 の 場 合 は 、 対 象 者 と は な り ま せ ん 。  

この法律 上の「労 働 者」の定義 は、労 働基 準法第 9 条の労働 者（賃金をも ら

う使用者 ）を準 用し ています 。その ため 、事業主 と同居 の親 族につい ては 、

給与の⽀ 払いを 受け ていても 事業主 と同 居及び生 計を一 にす るもので あり 、

原 則 と し て 労 働 基 準 法 上 の 労 働 者 に は 該 当 し ま せ ん 。（ 業 務 や 就 労 の 実 態 に

よっては 「労働 者」 として扱 われる 場合 がありま すので ご注 意くださ い。）  



―１０― 

 

〇 労 働 安 全 衛 生 法 の 改 正  

農業に限 らず、 個人 事業者等 に対す る安 全衛生対 策の推 進等 の措置を 行う改 正労

働安全衛 生法が 令和 7 年 5 月に成 立しま した。  

・個人事 業者等 に対 する安全 衛生対 策の 推進（ 令 和９年 4 月 か ら 施行 ）  

これまで 法的な 立ち 位置が曖 昧であ った 個人事業 者等（ 労働 者と同じ 場所で 作

業に従事 する事 業主 や役員 な ど ）に つい ても、業 務上災 害の 防止およ び同じ 場所

で働く労 働者の 災害 防止を目 的とし て保 護対象・ 義務の 主体 として位 置づけ る こ

ととなり ました 。  

これによ り、個 人事 業者等自 身も、 他者 の安全を 確保す るた めの措置 （特別 教

育の受講 や使用 する 機械の構 造規格 の確 認や定期 自主点 検の 適正な実 施など ）を

行うこと が義務 付け られまし た。  

また、同じ場 所で複 数 の者が行 う「 混在作 業 」につ いて、作業場 所 を管理す る

者（ 作業場 所管理 事業 者）が作業 間の連 絡調 整等 を行 うこと が 義 務付け ら れます 。 

・機械等 の安全 の確 保 （ R9.4 施 行 ）  

労働者と 同じ場 所で 作業を行 う個人 事業 者等は、 構造規 格ま たは安全 装置を 具

備しない 機械等 の使 用を禁止 、また該 当機 械等の定 期自主 検査 等の実施 を義務 化。 

・危険有 害業務 に関 する安全 衛生教 育の 実施 （ R9.4 施 行 ）  

労働者と 同じ場 所で 事業主等 が危険 ・有 害業務実 施する 場合 には、労 働者と 同

じく特別 教育や 技能 講習など を受講 する ことを義 務化。  

・発生し た業務 上災 害の労働 基準監 督署 への報告 義務 （ R9.１ 施 行 ）  

 

また、こ の他に もメ ンタルヘ ルス対 策の 推進（公 布後 3 年以 内に政令 で定め る日

に施行予 定 ）や 高齢 者の労働 災害防 止の 推進（令 和 8 年 4 月施行予定 ）など につ い

ても改正 されて いま す。  

図 － 2.5  改 正 労 働 安 全 衛 生 法 に お け る 、 農 業 分 野 で 想 定 さ れ る ケ ー ス と そ の 対 応  

※ 農 林 水 産 省 「 令 和 ７ 年 度 農 作 業 安 全 対 策 全 国 推 進 会 議 （ R 8 . 2 ） 資 料 」 よ り  



―１１― 

 

○ 安 全 衛 生 教 育 （ 特 に 雇 い 入 れ 時 ） の 義 務 化 （ 令 和 6 年 4 月 か ら 適 用 ）  

事 業 者 は 、 労働 者 を 雇い入れ 、又は 労働 者の作業 内容を 変更 したとき は、 ケ ガや

病気にか かるこ とな く 安 全 に 作業を 行う ために必 要な知 識の 習得に向 け、労 働者 に

以 下 の 安 全衛生 教育 を行う必 要があ りま す。  

 

従 来 、農業 におい ては ①～④の 項目に つい て教育を 省略す るこ とができ ました が、

令和６年 ４月か らは 全ての項 目につ いて 教育を行 う こと が義 務化され ました 。 農 林

水産省で は 、 雇 入れ 側農業者 向けの 「教 育教材」 と 、 雇 われ 側農業者 向けの 「リ ー

フレット 」を作 成し ホームペ ージで 公開 して いま すので 、参 考にして くださ い。  

 

①  機械等、 原材料 等 の危険性 又は有 害性 及びこれ らの取 扱い 方法に関 するこ と  

②  安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること  

③  作業手順 に関す る こと  

④  作業開始 時の点 検 に関する こと  

⑤  当該業務 に関し て 発生する おそれ のあ る疾病の 原因及 び予 防に関す ること  

⑥  整理、整 頓及び 清 潔の保持 に関す るこ と  

⑦  事故時等 におけ る 応急措置 及び退 避に 関するこ と  

⑧  前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 

図 － 2.6  農 業 に お け る 雇 い 入 れ 時 教 育 用 の 雇 入 れ 側 向 け 「 教 育 教 材 」（ 左 ） と  

雇 わ れ 側 向 け 「 リ ー フ レ ッ ト 」（ 右 ）  

※ 農 林 水 産 省 H P よ り  
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また、一 部の機 械 や 作業 につ いては 、 作 業 者に対 し特別 教育 または技 能講習 な ど

を受けさ せ る必 要が あります 。 技能 講習 について は 各都 道府 県労働局 の登録 を受 け

た機関が 実施し てい ます。  

 

表 ２  特 別 教 育 や 技 能 講 習 な ど が 必 要 な 機 械 ・ 作 業 な ど （ 一 部 抜 粋 ）  

機械・作 業内容  必要な教 育など  

刈 払 機  取 り 扱 い  特別教育 に準ず る教 育  

小型ボイ ラー  取 り 扱 い  特 別 教 育  

チェーン ソー  立木の伐 木、掛 かり 木の処理  特 別 教 育  

フォーク リフト  最大荷重 １ｔ未 満  特 別 教 育  

 〃   １ｔ以 上  技 能 講 習  

油圧ショ ベル  車体重量 ３ｔ未 満  特 別 教 育  

 〃   ３ｔ以 上  技 能 講 習  

移動式ク レーン  吊 上 荷 重 0.5t 以 上 1t 未 満  特 別 教 育  

 〃     1t 以 上 5t 未 満  技 能 講 習  

 〃     5 t 以 上  免 許  

玉掛け作 業  吊上荷重 １ｔ未 満  特 別 教 育  

 〃   １ｔ以 上  技 能 講 習  

高 所 作 業  地面や床 から２ ｍ以 上の箇所  特 別 教 育  

特 別 教 育 ： 危 険 ・ 有 害 な 業 務 に 労 働 者 を つ か せ る と き に 事 業 者 が 行 わ な け れ ば な ら な い 教 育 。 対 象 業 務

と 教 育 の 内 容 は 法 令 で 定 め ら れ て お り 、 教 習 科 目 に つ い て 十 分 な 知 識 、 経 験 を 有 す る 者 が 講

師 と な っ て 行 う 必 要 が あ る 。  

技 能 講 習 ： 労 働 者 が 特 定 の 業 務 を 安 全 に 遂 行 す る た め に 必 要 な ス キ ル や 知 識 を 習 得 す る た め の 教 育 。 都

道 府 県 労 働 局 に 登 録 さ れ た 教 習 機 関 で 実 施 し て お り 、 修 了 者 に は 修 了 証 が 交 付 さ れ る 。 教 育

は 大 き く 分 け て 、自 ら 業 務 を 安 全 に 遂 行 す る た め の「 実 技 能 の 習 得 教 育 」と 、作 業 者 を 直 接 指

揮 ・ 監 督 し て 安 全 に 業 務 を 遂 行 す る た め の 「 監 督 技 能 の 習 得 教 育 」 が あ る 。  

 

〇 労 働 者 を 雇 用 す る 事 業 者 に お け る 熱 中 症 対 策 の 義 務 （ 令 和 7 年 6 月 施 行 ）  

労働安全 衛生規 則の 中で、最近の 夏季の 高 温により 労働

者の熱中 症重篤 化に よる死亡 災害を 防止 するため 、労 働者

を雇用す るすべ ての 事業者（ 法人 、家族 経 営問わず ）に 対

し、労働 者への 熱中 症対策を 義務付 けま した。  

具 体 的 な 義 務 の 内容 としては 、以下 の 3 点となり ます。

適切に行 わなか った 場合は、 罰則も 措置 されてい ます。  

①  早期発見 のため の 体制整備  

②  重篤化を 防止す る ための措 置の実 施手 順の作成  

③  上記①、 ②の内 容 について 関係作 業者 への周知  

 

図 － 2.7  熱 中 症 対 策  

対 応 フ ロ ー  

※ 農 林 水 産 省 H P よ り  
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イ  道 路 運 送 車 両 法 令 、 道 路 交 通 法 令 関 係  

農用車両 に関す る法 律には 、「道路 運送 車 両法」と「道 路交 通法 」がありま す。前 者

は車両の 構造や 性能 、保安基 準など 車両 自体（ハ ード部 分） に関する 法律、 後者 は運

転ルール や交通 取締 など道路 の利用 方法（ ソフト部 分）に関 する 法律とな ってい ます 。  

 

〇 乗 用 型 ト ラ ク タ ー に お け る 公 道 走 行  

作業機付 きトラ クタ ーでの公 道走行 につ いて は 、直 装式お よび けん引式 につい て、

一定の条 件を満 たし たものは 公道の 走行 が可能と なりま した 。灯火器 類の設 置や 運

転免許（ けん引 ）の 取得など が必要 とな る場合が ありま すの で、 詳細 な条件 につ い

て は 今一 度ご確 認く ださい。  

 

〇 乗 用 型 ト ラ ク タ ー に お け る シ ー ト ベ ル ト 着 用 義 務 化 （ 令 和 ９ 年 1 月 か ら 適 用 ）  

農耕作業 用特殊 車の 死亡事故 は転倒・転

落による ものが 多く 、特に乗用 型トラ クタ

ー の死亡 事故が 多い 状況にあ ります 。そ の

た め 、令和 ７年 6 月に 道路運送 車両法 に基

づく規定 の改正 が行 われ、基準 適用日（ 令

和 9 年 1 月 1 日） 以 降に生産 された トラ

ク タ ー に つ い て は シ ー ト ベ ル ト 装 備 の 義

務 化 お よ び 対 象 車 両 を 道 路 で 運 転 す る 際

のシート ベルト 着用 が義務化 されま す。  

対 象 車 両 で の 公 道 走 行 時 の シ ー ト ベ ル

ト 着 用 に つ い て は 警 察 の 取 り 締 ま り 対 象

となり、違 反した 場 合「シート ベルト の 着

用 義 務 違 反 」 と し て 点 数 １ 点 が 付 さ れ ま

す。現 行トラ クター に ついては 取り締 まり

の対象外 ではあ りま すが、事故防 止の観 点

か ら も 公 道 走 行 時 は シ ー ト ベ ル ト の 着 用

を推奨し ていま す。  

  

図 － 2.8  乗 用 型 ト ラ ク タ ー で の 道 路

走 行 時 に お け る シ ー ト ベ ル ト

義 務 化 チ ラ シ  

※ 農 林 水 産 省 H P よ り  
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ウ  農 業 機 械 の 新 し い 安 全 性 検 査 制 度  

農林水産 省では 、 農 作業環境 の安全 対策 の強化と して安 全な 農業機械 の農業 現場 へ

の導入を 進める ため 、国立研 究開発 法人 農業・食 品産業 技術 総合研究 機構（ 以下 、農

研機構） が実施 する 農業機械 の安全 性検 査の基準 に準拠 した 農業機械 の開発 およ び安

全性検査 の受検 を 農 業機械製 造事業 者等 に対し 促 してき まし た 。  

当該安全 性検査 につ いて は 、 令和７ 年４ 月から新 たな制 度と して再ス タート しま し

た。従来 よりも 審査 基準が強 化され 、海 外や他分 野で装 備さ れている 安全装 置の 装備

が導入さ れた他 、企 業の受検 しやす さの 向上や対 象機種 合格 機の補助 事業対 象化 、 JA

共済連の 農業用 安全 自動車割 引の対 象に するなど 、企業 、導 入する農 業者双 方へ のメ

リット措 置が取 られ ています 。  

 現在の 検査対 象機 種は乗用 トラク ター 、歩行用 トラク ター 、田植機 、自脱 式コ ン

バイン、 穀物乾 燥機 ですが、 今後ス ピー ドスプレ ヤー、 農用 運搬車、 農用高 所作 業車

などにつ いても でき るだけ早 い時期 に検 査対象化 するこ とを 検討して います 。  

 

エ  労 働 者 災 害 保 険 制 度 （ 以 下 、 労 災 保 険 制 度 ） の 見 直 し  

労災害保 険制度 につ いては、 労働者 災害 補償保険 法によ り、 労働者を 使用す るす べ

ての事業 につい て強 制加入が 適用さ れて います。 しかし 、農 業につい ては家 族経 営の

個人事業 者が多 く、 労働雇用 の実態 が掴 めなかっ たこと から 、個人経 営農業 者は 暫定

任意適用 事業（ 労働 者が常時 5 人未満 の 場合は加 入につ いて 任意とす る対応 ）と なっ

ていまし た。  

し か し 、 農業者 の死 傷者 割 合 が 多 い 昨今 の状況の 中、 労 働災 害が発生 するリ スク は

高くその 割合は 経営 規模によ りませ ん。 労災に加 入して いな い個人事 業 にお いて 、 自

身の雇用 する労 働者 が 死傷又 は疾病 にか かった際 の災害 補償 責任の負 担 は 経 営リ スク

と し て か なり 大 きい と考えら れます 。 ま た雇用就 農者が 就業 先を探す 際に 各 種保 険の

加入を重 視して いる 割合が高 いこと など を鑑み、 現在農 業分 野におけ る労災 保険 制度

の強制適 用に向 けた 検討が進 んでい ます 。  

一方で、 制度の 周知 に時間を 要する こと や農業者 に納得 して 加入して もらう ため の

アプロー チの方 法、 加入手続 きに関 する 公的機関 のバッ クア ップ体制 の構築 など も同

時に検討 する必 要が あること から、 具体 的な適用 時期に つい ては現在 未定と なっ てい

ま す 。  
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３  農作業安全対策の推進方法  

 

（１）農作業事故の現状と課題  

農作業事 故が減 らな い要因の 1 つとし て 、家族経営 の農業 者 は「個人事 業主」と し

て扱われ 、労働 安全 衛生法の 適用外 とな る 場 面 が 多いこ とが 挙げられ ます 。  

個人事業 主は 現 状、 業務上災 害が発 生し ても労働 基準監 督署 への 事故 報告義 務が あ

りません 。その ため 、農作業 事故 は 要 因 の 分析が 困難で あ り 、 以 後 の 対 策 に 繋げ にく

くなって います 。ま た、 法令 ・規則 に即 した安全 指導 の 機会 が得られ ず、安 全意 識が

高まらな い 、 身 を守 る取組が 普及し づら い 実態が ありま す 。 そのため 、本来 は危 険で

あるはず の行為 が常 識化・常 態化し て い ること、 また未 熟練 者がそれ を見様 見真 似で

農作業を 行うこ とが 、事故の 発生を 助長 していま す 。  

農作業事 故は、 当事 者の肉体 的・心 理的 なダメー ジだけ では なく、代 替労働 力の 確

保や業務 の遅滞 、家 族や仲間 等への 作業 負担増大 などに よる 経済的 ダ メージ や他 者へ

の 影 響 も 伴いま す。 その結果 、 離 農 とい う選択を せざる を得 ず、 担い 手の喪 失と いっ

た 地域の 問題へ と波 及する恐 れもあ りま す。農作業 事故は 地域・個人 営農 におけ る「 最

大 の 経 営 リ ス ク の ひ と つ 」 で あると も 言 えます。  

その一方 で、こ うし た農作業 事故は 、自 然災害や 資材費 の高 騰、 生 産 物価格 の下 落

などと異 なり、 自 ら の手であ る程度 防ぐ ことがで きるリ スク でもあり ます。 自身 や地

域の農業 経営持 続性 の観点か ら農作 業安 全につい て考え てみ てはどう でしょ うか 。  

 

（２）安全対策の推進方法  

ア  農 作 業 事 故 の 発 生 要 因  

農作業事 故は 、「 人 的 要因 」「 作業 ・管 理方 法 」「 作業環 境 」「 機 械・施設 」の４ つの

要因が絡 み合っ て発 生します 。「 気を付 け る」こと も重要 ですが 、ミスを しない 人間は

いません 。その ため 、人がミ スをし ても 助かるよ うに、 その 他の要因 を 事故 が起 こる

前 に 取り 除いて いく ことが重 要です 。  

 

〇 ハ イ ン リ ッ ヒ の 法 則  

ハ イ ン リ ッ ヒ の 法 則 と は 、 労 働 災 害 の 分 野 で 良 く

知 ら れ て い る 経 験 則 で す 。 あ る １ つ の 重 大 事 故 が 発

生した場 合、同 じ原因 で２９件 の軽い 事故 が発生し 、

３ ０ ０ 件 の ヒ ヤ リ 事 故 が 発 生 し て い る と 言 わ れ て い

ま す （１ ：２９ ：３ ００ )。  

小 さ な 事 故 や ヒ ヤ リ ハ ッ ト を 放 置 せ ず 、 重 大 事

故につな がる前 に対 策を打つ ことが 重要 です。  
図 － 3.1  ハ イ ン リ ッ ヒ の 法 則  
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イ  安 全 確 認 の た め の 手 法  

農作業安 全につ いて 考えると き、 「 これ に気を付 ければ すべ ての事故 が防げ る」 と

いったポ イント はあ りません 。なぜ なら 、それぞ れの地 域や ほ場、作 業 環 境 は全 て同

一ではな く、個 々の 場所に特 有の条 件が あるから です。 だか らこそ、 農作業 安全 は農

業者自身 で考え 、対 策を行う 必要が あり ます。 自 分の安 全は 自分で確 保する こと が、

地域の安 全につ なが ります 。また 、自 分の 農場にお ける「当た り 前」に 潜む危 険には 、

自分自身 では気 付け ないこと も多く あり ます。そ のため 、自 分ではな い第三 者の 視点

で日ごろ の作業 を見 返すこと で、改 めて 危険に気 づき対 応す ることも できま す。 地 域

における 農作業 事故 根絶に向 けて、 農業 者の会合 等で農 作業 安全確認 の意識 向上 に向

け た 取 組 の 検 討 や危 険の洗い 出しを する ことが大 切です 。  

以下に、 主な現 場の 危険を知 る手法 や現 場改善・ ルール 化の 手法を紹 介しま す。 ど

れか１つ を導入 して 終わるの ではな く、 いろいろ な内容 に取 り組み、 その結 果を 反映

し新たな ルール とす ることで 、生き た安 全対策と するこ とが 重要です 。  

 

〇 KY（ 危 険 予 知 ） 活 動  

KY 活 動 は 、作業 前に 現場の危 険を洗 い出 し、事 故を未 然に 防ぐ ための話 し合い 活

動です。 農作業 では 天候や機 械の状 態、 作業者の 体調に よっ てリスク が大き く変 わ

るため、 作業を 始め る前に「 どんな 危険 があるか 」「ど うす れば防げ るか」 を短 時

間で確認 します 。  

危険予知 活動は 、１回 ５分程度 しかか かり ません 。次の 休憩 まで の作業に ついて 、

危険予知 を習慣 づけ ましょう 。「 昨日 と同 じだから 省略 」は危 険 です。重要な のは、

全員参加 で声に 出し て共有す ること です 。  

 

〇 ヒ ヤ リ ハ ッ ト 活 動  

ヒヤリハ ット活 動と は、「ヒ ヤッと した 」「ハッ とした 」未 然事故（ ニアミ ス）

を記録・ 共有し 、再 発防止に つなげ る取 り組みで す。 小 さな 気づきも 積み上 げる こ

とで、重 大事故 の芽 を摘むこ とがで きま す。  

この活動 は、 報 告し やすい雰 囲気づ くり が効果を 高めま す。 口頭報告 など簡 単に

報告がで きるこ と、 ミスを責 めるの では なく 報告 者 を尊 重し 同意や感 謝の気 持ち を

伝えるな ど、報 告し やすい環 境をつ く る ことが大 切です 。  

 

①  これ から取 り組 む作業に ついて 、起 こりそう な危険 につ いて考え る  

②  想定 した危 険の 中から、 特に重 要（ 危険）な ポイン トを 絞り込む  

③  想定 した危 険に 遭遇しな いよう にす るための 具体的 な対 策 を考え る  

④  ③で 決めた 対策 を全員で 共有し 実行 する  

※ 一 人 作 業 の 際 は 、 事 前 に カ ー ド な ど に 記 載 し て お き 作 業 前 に 確 認 す る  

「 自 問 自 答 式 」 も 効 果 的  
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〇 農 場 ミ ー テ ィ ン グ  

農 場 ミ ー テ ィ ン グ は 、 農 作 業 に 関 わ る メ

ン バ ー が 定 期 的 に 集 ま り 、 安 全 や 作 業 計 画

について 話し合 い、共 有するた めの 場 です 。 

形 式 に こ だ わ ら ず 、 短 時 間 で も 継 続 し て

実 施 する ことが 最も 大切です。ただし、内 容

の マ ン ネ リ 化 に は 注 意 す る 必 要 が あ り ま

す 。  

 

〇 リ ス ク ア セ ス メ ン ト  

リスクア セスメ ント は、作業に 潜む危 険を 洗い

出し、その大 きさを 評価し 、優先 順位を つけて対

策する方 法です 。以下 は、「 マトリ クス法 」と呼ば

れるリス ク見積 もり のための 方法で す。こ の方法

は、どのリ スクか ら対 応すべき か直感 で分 かりや

すく、効率 的に対 応を 進めてい くこと がで きるこ

とが特徴 です。  

 

①  危険の特 定 ：作 業や 設備の中 にある 危険 な要因を 洗い出 す  

②  リスクの 評価：事 故の「 起 き や す さ 」と「 重 篤 度（ け が の 重 さ ）」を掛け合 わせ、  

リスクの 大きさ （高 ・中・低 ） を評 価す る  

③  対 策 の決 定 ： 優 先度 の高いリ スクか ら 順 に （高→ 中→低 ） 対 策を立て て い く  

→ ① 本質 的対策 （使 用の中止 、代替 物の 使用等）  

②工学的 対策（ 安全 装置、機 械設備 等で 対策）  

③管理的 対策（ 手順 書、教育 などの 人的 対策）  

④ 保 護 具                  の 順で検 討す ると効果 的。  

④  実施状況 を見直 し、 改善する  

 

〇 ５ S 活 動  

５ S とは、職 場環境 を整えて 事故と ムダ を減らす ための 基本 的な取り 組みで 、以

下の５つ の頭文 字を 指します 。  

・ 整 理 （ 必要な 物と 不要な物 を分け る）  

・ 整 頓 （ 必要な 物を すぐ使え るよう にす る）  

・ 清 掃 （ 汚れを 除き 、点検機 会にも する ）  

・ 清 潔 （ 整理・ 整頓 ・清掃の 状態を 維持 ）  

・ し つ け /習 慣 （決め たルール を守る 習慣 化）  

         発生確率

重篤度

(けがの重さ)

低い 中くらい 高い

低（軽微） 低 低 中

中（休業） 低 中 高

高（重傷/死亡） 中 高 高

ミーティ ングで 確認 する内容 （ 例 ）   

・ 今週の 作業内 容と 役割分担  

・ 使用す る機械 の点 検状況  

・ 予定さ れるリ スク と対策  

・ 最近の ヒヤリ ハッ ト事例の 共有  

 

図 － 3.3  リ ス ク ア セ ス メ ン ト   

マ ト リ ク ス 表  

図 － 3.2  農 場 ミ ー テ ィ ン グ の 内 容 例  
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労務災害 の防止 や作 業効率の 向上、 在庫 管理によ る無駄 の抑 制など 、 ５ S は安全 の

基礎体力 づくり であ り、経営 安定に つな がる取り 組み と も言 えます。  

 

〇OSHMS（ 労 働 安 全 衛 生 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム ）  

OSHMS は、組織 的・ 継続的に 安全管 理を 改善して いくた めの 仕組みで す。  

「 計 画  →  実 行  →  評 価  →  改善（ PDCA）」の サイク ルを回 し ながら、安全レ ベ

ルを引き 上げて いき ます。  

 

○ 安 全 対 策 で 重 要 な こ と  

ここまで 様々な 手法 を紹介し ました が、 一番重要 なのは 「 自 分 た ち で 理 由 を 納 得

し 、 腑 に 落 と す こ と 」 で す 。 自分の 中で 納得して いない ルー ルは 形骸 化し 、 「つ い

うっかり 、まあ いい か」 につ ながり ます 。グルー プで話 し合 い、ある いは自 問自 答

で 深 掘 り するこ とで 納得し、 納得し たル ールを 実 践する こと でその 取 り組み が生 き

たものと なるの です 。  

労働安全 衛生法 では 、事業者 に労働 者の 安全と健 康を守 る「 安全配慮 義務」 があ

るのと同 時に、 労働 者には「 ルール を守 り事業者 の取り 組み に協力す る義務 」も 同

時に発生 します 。お 互いにコ ミュニ ケー ションを 取り、 営農 が続く限 り改善 を繰 り

返すこと で、よ り良 い営農を 継続し てい きましょ う。  

 

  

計 画 (P)：リ スクア セ スメント 、目標 設定  

実 行 (D)：安全教 育、 作業改善 、対策 実施  

評 価 (C)：点検 、事故 ・ヒヤリ ハット 分析  

改 善 (A)：対策の見 直 し、仕組 みの強 化  
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ウ  救 急 処 置 と 労 災 保 険 の 加 入  

どんなに 注意を 払っ て い た り 対 策 を した り し て い て も 、 農作 業 事故は 発生す る可 能

性があり ます。 しか し、事前 の備え があ れば 、 重 症化を 防 い だり 金銭 的な負 担を 軽減

し た り で きる可 能性 がありま す。今 一度 、農作業 事故へ の備 えを見直 しまし ょう 。  

 

○ 農 作 業 事 故 と 救 急 措 置  

一般的に 、救急 隊が 到着する までに 最低 でも６分 間、地 域に よっては 更に時 間を

要するこ ともあ りま す。 仮に 事故が 発生 したとし ても、 傷病 者の発見 や応急 措置 が

早急にな されれ ば、 救命や重 症化防 止に つなげる ことが でき ます。  

万一の事 故に備 え 、 緊急時の 連絡体 制 や 応急処置 の知識 等を 事前に確 認して おき

ましょう 。  

 

ま た 、 一 人で の 作業 中の事故 は、携 帯電 話を持つ ことで 救命 につなが ること もあ

り ま す 。 どんな に近 場での作 業でも 、 携 帯電話を 持ち歩 き体 から飛び 出さな い工 夫

を しまし ょう。  

 

〇 労 災 保 険 の 特 別 加 入 制 度 に つ い て  

労 災 保 険 は 、 本 来 労 働 者 の た め の 制 度 で す が 、 農 業

において は労働 者以 外でも 万 が一の 事故 に備え 、療養・

休 業 給 付 遺 族 給 付 な ど が 受 け ら れ る 特 別 加 入 制 度 が 設

け ら れ て い ま す 。 農 業 者 で あ れ ば 、 次 の ３ つ の 区 分 の

い ず れ か に 特 別 加 入 す る こ と が で き ま す （ 重 複 加 入 は

で き ま せ ん ） 。 一 定 以 上 の 障 害 に は 年 金 が ⽀ 給 さ れ る

な ど 民 間 に は な い 有 利 な 点 も あ り ま す の で 、 農 作 業 事

故 の 補 償 を 得 る た め に も 営 農 の 実 態 に 合 っ た 労 災 保 険

に加入し ましょ う。  

 

★ 正 し い 応 急 処 置  

（１）事 故を発 見し たら、ま ず機械 のエ ンジンを 停止す る。  

（家族全 員が所 有機 械のエン ジン停 止方 法を知っ ておく こと ）  

（２）ケ ガの様 子を 正しく把 握し、 救急 出動の連 絡をす る。  

（３）救 急隊到 着ま での間に 適切な 応急 処置を施 す。  

（４）救 急隊が 到着 したら、 施した 処置 について 報告す る。  

 

図 － 3.4  農 業 者 の た め

の 特 別 加 入 制

度 の し お り  



―２０― 

 

 表 3 農 業 者 の た め の 特 別 加 入 制 度 の 区 分  

 
①  

特 定 農 作 業 従 事 者  

②  

指定農業機械作業従事者 

③  

中 小 事 業 主 等  

加
入
資
格 

「 経 営 耕 地 面 積 ２ ｈ ａ 以

上 」また は「 年 間農 畜産物

の 総 販 売 額 ３ ０ ０ 万 円 以

上 」の規 模を有 し、農業機

械 を 使 用 す る 作 業 な ど の

特 定 の 農 作 業 に 従 事 す る

農 業 者  

（家族従 事者を 含む ）  

指定され た機械（指 定農業

機 械 ）を 使用し 、土 地の耕

作・開墾、植物の 栽 培・採

取の作業 を行う 農業 者  

（家族従 事者を 含む ）  

①  常 時 ３ ０ ０ 人 以 下 の 労

働 者 を 使 用 す る 事 業 主

と そ の 事 業 従 事 者 （ 家

族従事者 など）  

②  年 間 １ ０ ０ 日 以 上 労 働

者 を 使 用 す る 事 業 主 と

そ の 事 業 従 事 者 （ 家 族

従事者な ど）  

 

※ そ の 事 業 の 労 災 保 険 に 係 る

事 務 処 理 を 委 託 し て い る こ と  

補
償
対
象
作
業 

土地の耕 作・開 墾、植物の

栽培・採取 、家畜・蚕の飼

育の作業 のうち 、次 に掲げ

る も の 及 び こ れ に 直 接 付

帯する行 為  

指 定 農 業 機 械 を 使 用 す る

作 業 及 び こ れ に 直 接 付 帯

す る 行 為  

（ 農 作 業 場 と 格 納 場 所 間

の運転・ 運搬を 含む ）  

農 作 業 中 や 事 業 の 運 営 に

必 要 な 業 務 上 の 業 務 災 害

や通勤災 害等。  

①  動 力 に よ り 駆 動 さ れ る 機 械

を 使 用 す る 作 業  

②  高 さ が ２ メ ー ト ル 以 上 の 箇

所 に お け る 作 業  

③  牛 ・ 馬 ・ 豚 に 接 触 し 、 ま た

は 接 触 の お そ れ の あ る 作 業  

④  酸 素 欠 乏 危 険 場 所 に お け る

作 業 （ サ イ ロ 、 む ろ な ど ）  

⑤  農 薬 散 布 の 作 業  

 

※ 指 定 農 業 機 械 ：  

農 業 用 ト ラ ク タ ー 、 自 走 式

田 植 機 、 自 走 式 ス ピ ー ド ス

プ レ ヤ ー 、 自 走 式 運 搬 用 機

械 、無 人 航 空 機（ 農 薬 、肥 料

、種 子 、融 雪 剤 の 散 布 ま た は

調 査 に 用 い る も の に 限 る ）  

な ど  

 

 ＊厚生 労働省 が作 成する「農業 者の ため の特別加 入制度 のし おり」も参考 とし まし ょう。  



―２１― 

 

・ 集 落 営 農 組 織 に お け る 具 体 的 な 加 入 方 法 に つ い て  

１ ．任 意 組 合 の 構 成 員（ 農 業 者 ）は 、個 人 事 業 主 の 資 格 で「 特 定 農 作 業 従 事 者 」又 は「 指

定 農 業 機 械 従 事 者 」 と し て 特 別 加 入 す る の が 原 則 で す 。  

２ ．任 意 組 合 が「 法 人 化 」に よ り 、オ ペ レ ー タ 等 労 働 者 を 雇 用 す れ ば「 労 働 者 」と し て

の 一 般 加 入 と 「 役 員 」 の 労 災 保 険 特 別 加 入 制 度 が 活 用 で き ま す 。  

３ ． さ ら に 、 Ｊ Ａ 共 済 等 の 保 険 の 活 用 に つ い て も 検 討 し て 下 さ い 。  

 

表  集落 営農組 織に おける労 災保険 の加 入につい て  

集落 営農 組織 にお け る 労 災保 険の 加入 形 態  
  

 
組  合  員  

雇 用 労 働 者  

組 合 員  非 組 合 員  

特  
定  
農  
業  
団  
体  
等  

任 意 組 合  

〈 民 法 667 条 組 合 契 約 〉  

特 別 加 入  
（ 特 定 農 作 業 従 事 者 ）  

（指定農業機械作業従事者）  

  

人 格 の な い 社 団  

〈 法 人 税 基 本 通 達 １ － １ － １ 〉  

特 別 加 入  
（ 中 小 事 業 主 等 ） 

（ 特 定 農 作 業 従 事 者 ）  
（指定農業機械作業従事者）  

一 般 加 入  一 般 加 入  

 

 組  合  員  非 組 合 員  

代 表 理 事  

（ 理 事 ・ 監 事 ）  

〈 労 働 者 性 の な い 者 〉  

法人が組合員を労働者 

として雇用しない場合 

法人が組合員を労働者

として雇用する場合 

（ 法 人 雇 用 労

働 者 ）  

“事  業 ”  

従  事  

“事  務 ”  

従  事  

“事  業 ”  

従  事  

“事  務 ”  

従  事  

事  業  

従  事  

事  務  

従  事  

農  
事  
組  
合  
法  
人  

従  
事  
分  
量  
配  
当  
制  

特 別 加 入  

（ 特 定 農 作 業 従 事 者 ）  

又 は  

（指定農業機械作業従事者）  

 

一  
般  
加  
入  

一 般 加 入  
 

特 別 加 入  
（ 中 小 事 業 主 等 ） 

又 は  

（ 特定農作業従事者）  

又 は  

（指定農業機械作業従事者）  

確  
定  
給  
与  
制  

 一 般 加 入  一 般 加 入  

特 別 加 入  
（ 中 小 事 業 主 等 ） 

又 は  
（ 特定農作業従事者）  

又 は  
（指定農業機械作業従事者）  

 
（ 備 考 ）・ 法 人 に 雇 用 さ れ な い 組 合 員 は 、 個 人 農 業 者 と し て 特 別 加 入 （ 「 特 定 農 作 業 従 事 者 」 「 指 定 農 業 機 械 作 業 従 事

者 」 ） の 対 象 と な る 。  
   ・ 労 働 者 を 雇 用 す る 法 人 の 代 表 理 事 と 役 員 （ 理 事 ） は 、 「 中 小 事 業 主 等 」 と し て 特 別 加 入 が 可 能 で あ る 。  
 

農業 者に 係る 労災 保 険加 入の 形態   

 一 般 加 入  

（ 雇 用 労 働 者 ）  

特    別    加    入  

中 小 事 業 主 等  指 定 農 業 機 械 作 業 従 事 者  特 定 農 作 業 従 事 者  

保 険 料 率 １ ３ ／ １ ０ ０ ０  １ ３ ／ １ ０ ０ ０  ３ ／ １ ０ ０ ０  9／ １ ０ ０ ０  

保険料負担 事 業 主  事 業 主  加 入 者  加 入 者  

（ 備 考 ） 個 人 事 業 主 の 場 合 の 本 人 の 分 の 特 別 加 入 労 災 保 険 料 は 必 要 経 費 （ 法 定 福 利 費 ） で は な く 、 社 会 保 険 料 控

除 （ 事 業 主 貸 ） の 対 象 と な り ま す 。 法 人 の 場 合 は 損 金 （ 法 定 福 利 費 ） に な り ま す 。  
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４  農作業安全に関する啓発資材等一覧  

下記の資 材等に つい ては、常 時貸し 出し をしてい ますの で、 地域での 農作業 安全 啓発の

ための研 修会や 座談 会等に御 活用く ださ い。  

 

表 4  岐 阜 県 農 産 園 芸 課 の 所 有 す る 農 作 業 安 全 に 関 す る 映 像 資 材 一 覧  

  

媒 体  題 名 製 作 時 間  発 行 年  

インター 

ネ ッ ト  

公 開  

DVD 農作業安 全シリ ーズ  Disc1 

女 性 ・ 高 齢 者 の 安 全 を 確 保 し よ う  

あ な た の 安 全 度 チ ェ ッ ク ～ 一 般 編 ～  

(一 社 )日 本 農 業

機 械 化 協 会  

４ ７ 分  2009  

 

 農作業安 全シリ ーズ  Disc2 

農 作 業 環 境 丸 ご と 点 検  

農 作 業 事 故 の 実 態 と 防 ぎ 方  

ト ラ ク タ ー 転 倒 死 亡 事 故 を 防 ご う  

(一 社 )日 本 農 業

機 械 化 協 会  

５ １ 分  2009  

 

 セイフテ ィアグ リシ リーズ  Disc1 

あ な た を 守 る 安 全 フ レ ー ム  

ト ラ ク タ ー 運 転 操 作 の 基 本  

ト ラ ク タ ー セ イ フ テ ィ チ ェ ッ ク ポ イ ン ト  

農 機 の 路 上 走 行 を 安 全 に  

地 域 ぐ る み で 事 故 を 防 ぐ  ト ラ ク タ ー 安

全 研 修 の 進 め 方  

(一 社 )日 本 農 業

機 械 化 協 会  

８ ３ 分  2009  

 

 セイフテ ィアグ リシ リーズ  Disc2 

春 の 農 作 業 を 安 全 に  

中 山 間 地 の 農 作 業 安 全  

耕 う ん 作 業 を 安 全 に ～ 水 田 ・ ロ ー タ リ ー

編 ～  

秋 の 農 作 業 を 安 全 に  

中 山 間 地 域 の 農 作 業 安 全 ～ 秋 の 稲 収 穫 ～  

安 全 な コ ン バ イ ン 作 業  

(一 社 )日 本 農 業

機 械 化 協 会  

９ ２ 分  2009  

 

 セイフテ ィアグ リシ リーズ  Disc3 

あ な た の た め の 安 全 保 護 具  

事 故 を 防 ぐ 農 機 の 安 全 装 置  

安 全 確 保 の た め の 正 し い 工 具 の 使 い 方  

(一 社 )日 本 農 業

機 械 化 協 会  

５ １ 分  2009  

 

 地域で守 る担い 手の 生命 (い の ち ) 

地 域 で の 話 し 合 い か ら 始 め る 農 作 業  

(一 社 )日 本 農 業

機 械 化 協 会  

３ ５ 分  2009  
 

 農作業事 故  経 験者 は語る  (一 社 )日 本 農 業

機 械 化 協 会  

２ ０ 分  2023  
〇  

 トラクタ ー  安 全作 業の基本  (一 社 )日 本 農 業

機 械 化 協 会  

１ ５ 分  2023  
〇  

 シートベ ルトし てい ますか  (一 社 )日 本 農 業

機 械 化 協 会  

７ 分  

４ ３ 秒  

2024  
〇  

 農作業中 の熱中 症を 防ぐ  (一 社 )日 本 農 業

機 械 化 協 会  

１ ０ 分  2025  
〇  



―２３― 

 

５  農作業安全に関する参考資料  

（１）農作業安全に関する啓発資料公開ホームページ  

国や県が 作成し た主 な農作業 安全啓 発資 料をホー ムペー ジに 掲載して います ので、ご

活用くだ さい。  

ア  農 林 水 産 省  

・ 農作業 安全対 策  

https://www.maff.go.jp /j /seisan/sien/sizai /s_kikaika/anzen/index.html  

・ 令 和 ６ 年に発 生し た農作業 死亡事 故の 概要  

h t t p s : / / w w w . m a f f . g o . j p / j / s e i s a n / s i e n / s i z a i / s _ k i k a i k a / a n z e n / a t t a c h / p d f / s i b o - 1 3 . p d f 

・ 熱中症 対策  

https://www.maff.go.jp /j /seisan/sien/sizai /s_kikaika/anzen/nechu.html  

・ 労働安 全衛生 に関 する教育 を実施 しま しょう！  

h t t p s : / / w w w . m a f f . g o . j p / j / s e i s a n / s i e n / s i z a i / s _ k i k a i k a / a n z e n / r o u d o u a n z e n k y o u i k u . h t m l 

 

イ  岐 阜 県  

https://www.pref.gifu.lg.jp /page/1131.html  

 

ウ  農 研 機 構 NARO 革 新 工 学 セ ン タ ー  （ 2025 年 10 月 1 日よりアド レス変 更）  

https://www.naro.go.jp /org /iam/anzenweb /  

・ 農機安 全 e-ラーニ ング  

https://www.naro.go.jp /org /iam/el /index.html  

 

エ  一 般 社 団 法 人  日 本 農 業 機 械 化 協 会   

・ 農作業 安全総 合対 策推進事 業 （農 作業 安全に関 する研 修資 料 や 動 画 な ど ）  

https://www.nitinoki.or.jp /index.html  

・ 農作業 安全指 導マ ニュアル  

https://nitinoki.or.jp /bloc3/karte /r3anzen.pdf  

・ 農作業 安全に 関す る指導者 向け研 修  受 講者リス ト  

https://www.nitinoki.or.jp /bloc3/safetytr/index.html  

 

オ  全 国 共 済 農 業 協 同 組 合 連 合 会 （ JA 共 済 ）   

・ FARMERS１ST（ フ ァーマー ズファ ース ト /農作業安全 に関す る 総合サ イト ）  

https://social.ja-kyosai.or.jp /farmers1st/  

 

  



―２４― 

 

（２）農作業安全に関する啓発資料  

ア  農 林 水 産 省  

〇 農 林 水 産 業 ・ 食 品 産 業 の 作 業 安 全 の た め の 規 範 （ 個 別 規 範 ： 農 業 ） チ ェ ッ ク シ ー ト （ 事 業 者 向 け ） 



―２５― 

 

 

 



―２６― 

 

〇 農 林 水 産 業 ・ 食 品 産 業 の 作 業 安 全 の た め の 規 範 （ 個 別 規 範 ： 農 業 ） チ ェ ッ ク シ ー ト （ 事 業 者 団 体 向 け ）  

 

  



―２７― 

 

〇 農公道における農業機械の事故防止対策に関するパンフレット（農林水産省、警察庁、JA 共済の共同作成） 

 



―２８― 

 

  



―２９― 

 

〇 作業機 付きト ラク ターの公 道走行 ガイ ドブック （直装 式・ けん引式 作業機 ）  



―３０― 

 

 



―３１― 

 

 



―３２― 

 

 

 



―３３― 

 

〇 乗用型 トラク ター での道路 走行時 にお けるシー トベル ト義 務化  

 



―３４― 

 

 



―３５― 

 

〇 熱中症 対策パ ンフ レット（ 令和 8 年作 成）  



―３６― 

 

 



―３７― 

 

イ  岐 阜 県  

〇 令 和 8 年春の農 作 業安全チ ラシ  



―３８― 

 

 



―３９― 

 

〇令和７ 年秋の 農作 業安全チ ラシ  



―４０― 

 

 



―４１― 

 

〇農作業 中の熱 中症 に注意  



―４２― 

 

 



―４３― 

 

〇盗難対 策チラ シ  



―４４― 

 

 



 

岐阜県農政部農産園芸課 

（水田経営係）  

 

〒５００－８５７０  岐阜市薮田南２－１－１  

TEL： 058-272-1111（内 4118）     

FAX： 058-278-2692 


